
令和 8 年度 宇治市「中学校通級教室」のご案内 
 

                                                           宇 治 市 教 育 委 員 会           

                                                           通級教室設置中学校                    

「中学校通級教室」のねらい 

子どもには、いろいろな特性があります   

  子どもは、だれ一人として同じ子どもはいません。一人ひとり、それぞれの特性があります。得意な

こと苦手なことはそれぞれ違います。 

  子どもの中には、学び方に違いがあったり、一度にたくさんの情報を与えられると混乱してしまっ

たりする子どももいます。また、友人関係を円滑に保つのが苦手だったり、気持ちをコントロールす

るのが苦手だったりする子どももいます。しかし、自分の持っている力を十分に伸ばしたい、発揮

したいと思う気持ちは、すべての子ども達が持っている願いです。 

子どもの特性に応じて力を伸ばすために  

  子どもが、在籍している学級での学習や生活をより充実したものにするために「中学校通級教

室」では、一人ひとりの特性に応じた指導や支援を行います。 

「中学校通級教室」のある場所  

宇治市の「中学校通級教室」は、槇島中学校、宇治中学校、黄檗中学校、南宇治中学校、木

幡中学校、広野中学校の 6 校に設けられています。そして、全ての中学校から担当の通級教室

に通うことができます。 

「中学校通級教室」の指導について 

・生徒一人ひとりに指導計画を作成し、通級教室で、教育的ニーズに応じた個別または小集団

の指導を行います。（週に１～２回程度）  

・落ち着いた場で、特性に応じて、子どもが持つ能力を活かしたり、伸ばしたりする指導を通し

て、自己肯定感を育むことを大切にしています。 

 ・在籍している学校と連携し、指導・支援を進めていきます。必要に応じて、医療・福祉等の関係

諸機関と連携していきます。 

通級教室に通うには 

・通級による指導は、初回「教育相談」（裏面参照）を実施し、必要な支援について通級担当

者が在籍校と相談を行った後、支援の場として通級による指導が適切かを在籍校で検討して

決めていきます。  

・他校から通級する場合は、保護者が付き添い、公共の交通機関を利用することを原則として

います。（就学支援制度がありますので通級教室担当者に相談ください。） 

            通級教室についての相談、お問い合わせ 

  学級担任又は、各校の特別支援教育コーディネーターまで、遠慮なくお問い合わせください。 

  教育委員会でもお問い合わせを受け付けています。（電話 ２１－１８７９ 学校教育課） 



通級教室の所在地  

 

学校名  直通電話  住  所  担当する学校  

槇島中学校  

「槇島中通級教室」 

39-9320 〒611-0041  

宇治市槇島町本屋敷 35-1 

槇島、西小倉、北宇治 

宇治中学校  

「宇治中通級教室」 

39-9321 〒611-0021  

宇治市宇治矢落 64-1 

宇治 

黄檗中学校  

「黄檗中通級教室」 

39-9147 〒611-0011  

宇治市五ケ庄三番割 27 

黄檗、東宇治 

南宇治中学校  

「南宇治中通級教室」 

39-9318 〒611-0033  

宇治市大久保町平盛 31-5 

南宇治、西宇治 

 

木幡中学校  

「木幡中通級教室」 

39-9414 〒611-00０２  

宇治市木幡内畑３４ 

木幡 

 

広野中学校  

「広野中通級教室」 

39-5821 〒611-0031 

宇治市広野町尖山３ 

広野 

教育相談を行っています 

  お子さんの発達等について悩んでおられる方のために、教育相談を行っています。 

 教育相談を希望される方は、中学校ごとに下記の「通級教室」に、電話で申し込んでください。 

 相談日と時間を通知します。 事前に、必ず予約をしていただきますようお願いいたします。 

 

 【初回の申し込み、初回の相談場所】 
 ・槇島中学校  「槇島中通級教室」  … 槇島中、西小倉中、北宇治中 

 

 ・宇治中学校  「宇治中通級教室」  … 宇治中 

  

 ・黄檗中学校  「黄檗中通級教室」  … 黄檗中、東宇治中 

 

 ・南宇治中学校 「南宇治中通級教室」 … 南宇治中、西宇治中 

 

 ・木幡中学校  「木幡中通級教室」  … 木幡中 

 

 ・広野中学校  「広野中通級教室」 ・・・広野中 

      

＊授業時間内の教育相談は、欠席や早退にはなりません。 


